
免税店シンボルマーク使用要領 

 

制定：平成26年1月24日 

改訂：平成26年4月 1日 

１．目的 

免税店（消費税法第８条で定める輸出物品販売場のことをいう。以下同じ。）のブランド化・

認知度向上のため、免税店シンボルマーク（以下「シンボルマーク」という。）の店頭への掲示等

により、外国人旅行者からの識別性を向上させ、 外国人旅行者の利便性を高めるとともに、外国

人旅行者に情報発信を行うことを目的として定めたシンボルマークの適正使用のため、この使用

要領を定める。 
 
 
２．使用の基準 

（１）このシンボルマークは、無断で使用することはできない。 

（２）このシンボルマークの使用を国土交通省観光庁観光地域振興部観光資源課長（以下、「観

光資源課長」という。）から承認された者(通常使用権者)は、他人にシンボルマークの使用

権を譲渡することはできない。 

（３）次の各項のいずれかに該当する場合は、いかなる場合にもシンボルマークを使用すること

はできない。 

・特定の政治、思想、宗教、募金の活動に関するものに使用すること 

・公序良俗に反するものに使用すること 

・法令・規則などに違反するものに使用すること 

・本要領に反して使用すること 

（４）このシンボルマークと誤認される類似のマークは、使用してはならない。このシンボルマ

ークは、国内外の第三者による無断使用・権利主張等を抑止するため、商標法第４条第１項

第６号に掲げる商標である旨の情報提供を行っている。 
 
 
３．デザイン 

シンボルマークのデザインについては、別添「シンボルマークデザインマニュアル」による。 
 
 
４．使用申請方法 

（１）シンボルマークの使用を希望する者（原則として、輸出物品販売場の許可を得ている事業

者とする。）は、免税店シンボルマーク使用申請書（別記様式第１－１号及び第１－２号）

により観光資源課長あて（連絡先は13.申請先に記載）にウェブページ、郵送又は持参により

申請するものとする。 

なお、当該申請により提出した免税店一覧の情報については、観光庁等においてホームペ

ージへの掲載など、免税店に関する情報発信等に活用するものとする。 
 

（２）観光資源課長は、内容を審査の上、本使用要領に適合すると認めた申請について、免税店

シンボルマーク使用承認書（別記様式第２号又はこれに準ずるもの）により、承認した旨

を通知するものとする。 

 

（３）観光資源課長は、シンボルマークの使用申請および使用に当たって必要に応じ条件をつけ

ることができるものとし、また、シンボルマーク使用の承認を受けた者が、本要領に違反し



た場合には、是正のための措置及び承認の取り消しを行うことができる。 
 
 
５．承認内容の変更 

使用者が、承認を受けた内容について、変更しようとする場合は、あらかじめ免税店シンボル

マーク使用変更届出書（別記様式第３号）を観光資源課長に提出しなければならない。 
 
  
６．承認内容の廃止 

４．の規定に基づきシンボルマークの使用承認を受けた者がシンボルマークの使用を止めたと

きは、免税店シンボルマーク使用廃止届出書（別記様式第４号）を、観光資源課長に提出しなけ

ればならない。 
 
 
７．使用申請の除外 

関係府省庁、地方公共団体が、シンボルマーク使用の目的に沿った使用及び普及活動を行う場

合、又は報道関係機関が報道目的に使用する場合には、使用申請及び承認の手続を省略すること

ができる。 
 
 
８．使用料 

シンボルマークの使用料は、無料とする。 
 
 
９．遵守事項 

（１）シンボルマークを使用する者（以下「使用者」という。）は、関係法規を遵守するととも

に、シンボルマークの機能を損なうことのないように努めるものとする。 

（２）第三者との係争、審判、訴訟等について要した費用は、使用者が負担するものとする。 

（３）使用者は、シンボルマーク使用の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全

責任を負い、国土交通省に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。 

（４）使用者は、観光資源課長から要請がある場合は、シンボルマークの使用実態の報告等を行

わなければならない。 
 
 
10．使用期間 

使用期間は設けない。 
 
 
11．その他 

いかなる場合にも観光資源課長は、不適当と認める場合には、シンボルマークの使用を差し止

めることができ、これに起因する損失補償について一切の責任を負わない。なお、本要領の解釈

その他の疑義は観光資源課長が決定する。 
 
 
12．施行月日 

本要領は、平成26年４月１日から施行する。 

 

13．申請先 

   免税店シンボルマーク申請事務局 

（ウェブ） https://www.tax-freeshop.jp/ 

（住所）  〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 



附則  

１ この要領による改正前の規定に基づき国際観光課長が行った行為又はこれらの規定に基づき国

際観光課に対してなされた行為は、改正後の規定に基づき観光資源課長に対してなされた行為とみ

なすこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記様式第１－１号） 

 

免税店シンボルマーク使用申請書 

 

平成  年  月  日 

観光庁観光地域振興部 観光資源課長 殿 

 

               （申請する事業者） 

事業者名： 

住  所： 

 

（担当者） 

部 署： 

氏 名： 

連絡先： 

E-mail： 

 

免税店シンボルマーク使用要領に同意の上、下記のとおり使用を申請します。 

 

○シンボルマークを使用する方法について 

□ 店頭への表示（看板、ステッカー、のぼり等）  

□ 販売物品への表示（買物袋、包装紙等）  

□ 販売促進のための広告物への表示（冊子、ＤＭ、ホームページ等）  

□ その他（                                 ） 

※該当箇所すべてを選択し、その他を選択する場合には、その内容を記載すること。 

 

○免税店一覧（別添：別記様式第１－２号）について 

※免税店一覧を作成し添付の上、申請する全ての免税店の輸出物品販売場許可書の写し等

を添付すること。 

 

○免税店一覧（別添：別記様式第１－２号）の情報を、観光庁及び日本政府観光局（ＪＮＴ

Ｏ）がホームページへの掲載など、免税店に関する情報発信等に活用することについて     

□同意します  □同意しません 



（記載にあたっての注意点）
●店舗番号：店舗数に応じて１から順に通し番号を記載。
●商品番号：以下１から10より取扱い商品等に応じた番号を記載。複数選択可。

（１．百貨店・スーパー、２．衣料品、３．自動車・同関連製品、４．家電品、５．レジャー・スポーツ用品、６．玩具・人形・民芸品等、７．時計・メガネ・カメラ等、８．宝石・貴金属、
  ９．書画・骨董・陶磁器等、１０．その他）

●店舗名：店舗名を記載。英語表記についても記載ください。
●住所：店舗の所在地を記載。英語表記についても記載ください。
●電話番号：店舗の連絡先を記載。
●営業時間：店舗の平常時の営業時間を記載。
●施設名：商業施設内にある場合には、商業施設名を記載。英語表記も記載ください。
●決済方法番号：以下１から６より使用可能なカード番号をすべて記載。複数選択可。

（１．ＶＩＳＡ、２．ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ、３．ＪＣＢ、４．アメリカンエキスプレス、５．ダイナース、６．銀聯カード、７．その他、８．使用不可）
●ＨＰアドレス：店舗情報のホームページへの掲載がある場合にはホームページアドレスを記載。

店舗
番号

商品
番号
※

店舗名
※

ＨＰアドレス施設名（英語）
住所
※

施設名

4

3

5

6

7

（別記様式第１－２号）

免税店一覧

2

1

住所（英語）
電話番号

※
営業時間

※

各項目のうち、※印は記載必須項目です。必ず記載してください。

決済方法
番号
※

店舗名（英語）
※



（記載にあたっての注意点）
●店舗番号：店舗数に応じて１から順に通し番号を記載。
●商品番号：以下１から10より取扱い商品等に応じた番号を記載。複数選択可。

（１．百貨店・スーパー、２．衣料品、３．自動車・同関連製品、４．家電品、５．レジャー・スポーツ用品、６．玩具・人形・民芸品等、７．時計・メガネ・カメラ等、８．宝石・貴金属、
  ９．書画・骨董・陶磁器等、１０．その他）

●店舗名：店舗名を記載。英語表記についても記載ください。
●住所：店舗の所在地を記載。英語表記についても記載ください。
●電話番号：店舗の連絡先を記載。
●営業時間：店舗の平常時の営業時間を記載。
●施設名：商業施設内にある場合には、商業施設名を記載。英語表記も記載ください。
●決済方法番号：以下１から６より使用可能なカード番号をすべて記載。複数選択可。

（１．ＶＩＳＡ、２．ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ、３．ＪＣＢ、４．アメリカンエキスプレス、５．ダイナース、６．銀聯カード、７．その他、８．使用不可）
●ＨＰアドレス：店舗情報のホームページへの掲載がある場合にはホームページアドレスを記載。

2
シューズショップ
Ａ

ShoesShopＡ
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2 2,5
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Ｂ
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000-0000
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21:00
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22:00
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（別記様式第１－２号）

免税店一覧（記載例）

各項目のうち、※印は記載必須項目です。必ず記載してください。

店舗
番号

商品
番号
※

店舗名
※

店舗名（英語）
※

住所
※

住所（英語）
電話番号

※
営業時間

※
施設名 施設名（英語）

決済方法
番号
※

ＨＰアドレス



（別記様式第２号） 

 

免税店シンボルマーク使用承認書 

 

 

第         号 

平成  年  月  日 

 

（事業者名） 殿 

 

 

観光庁 観光地域振興部観光資源課長 

  

 

 

 

平成 年 月 日付けで免税店シンボルマークの使用申請のあったことについて、本通知

により承認する。 

 

なお、免税店シンボルマークの使用にあたっては、「免税店シンボルマーク使用要領」を必

ず遵守することとする。 

  



 

（別記様式第３号） 

 

免税店シンボルマーク使用変更届出書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

観光庁 観光地域振興部観光資源課長 殿 

  

               （申請する事業者） 

事業者名： 

住  所： 

 

（担当者） 

部 署： 

氏 名： 

連絡先： 

E-mail： 

 

 

平成 年 月 日付け第 号で承認を受けた免税店シンボルマークの使用について、免税

店シンボルマーク使用要領５．に基づき変更を届け出ます。 

※変更内容に応じて、免税店一覧及び輸出物品販売場許可書の写し等を添付すること。 

 

 

追加（変更）前 追加（変更）後 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記様式第４号） 

 

免税店シンボルマーク使用廃止届出書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

観光庁 観光地域振興部観光資源課長 殿 

  

               （申請する事業者） 

事業者名： 

住  所： 

 

（担当者） 

部 署： 

氏 名： 

連絡先： 

E-mail： 

 

 

平成 年 月 日付け第 号で承認を受けた免税店シンボルマークの使用について、使

用を廃止しましたので、免税店シンボルマーク使用要領６．に基づき届け出ます。 

 

 

 

（使用廃止理由） 

 

 

 

 

 

 


